
　人権とは、人が生まれながらに持っている「幸せ
に生きる権利」で、とても身近で大切なものです。
　家庭や職場、学校、地域社会では、さまざまな人
権に関する問題が発生しており、決して「自分とは
関係のないこと」ではありません。

　すべての人の人権が守られるためには、一人ひと
りが身の回りの人権問題に「気づく」ことが重要で
す。周りに悩んでいる人がいないか、何気ない言動
や思い込みで誰かを傷つけていないか、考えてみま
しょう。

人権週間
12月４日～10日

人権デー
12月10日

気づいて
 ください

社会にある
バリアに気づき
取り除こう

障がい者
人権の

みんなで気に
かけ支え合おう

高齢者
人権の

心の壁を取り払い
理解を深めよう

外国人
人権の

心の傷は
大人になっても
消えません

子ども
人権の

身体を傷つける
だけが暴力では
ありません

Ｄ Ｖ
（ドメスティック・
 バイオレンス）

ハラスメントの
知識や意識を
更新していこう

ハラスメント

言えないのは、
まだ社会に
偏見があるから

ＬＧＢＴ
（性的マイノリティ）

人権の

ネットの向こうには
傷ついている人が
います

インターネット
人権と

身近にある 人 権 問 題

【問合せ】総務企画課人権推進係　☎内線２２７１
下で紹介している
ものは一例です

家事や育児は
女性だけのもの
ではありません

性別 による
決めつけ役割 の

人権週間講演会

　ひきこもりのきっかけは、いじめや心身の不調等さまざま
で、誰にでも起こりうるものです。当事者の生きづらさを理解
し、誰もが居場所を持てる社会について考えてみましょう。

ひきこもり関連図書の展示
期 間 12月８日日まで
会 場 ゆいの森あらかわ１階エン

トランスホール

申
込
み

電話・ファクス・荒川区ホ
ームページ（右の二次元コ
ード）で、イベント名・氏
名（ニックネーム可）・電話番号・
託児の有無（有の場合はお子さんの
氏名と年齢も）・手話通訳または車
いす席利用の有無・参加区分（当事
者・家族・支援者・そのほか）を、
荒川さつき会館
☎（３８０２）２０５０
ふ（３８０２）２９９８

日 時 12月７日土午後２時～４時
会 場 ゆいの森あらかわ ゆいの森ホール

講 師 一般社団法人ひきこもりＵＸ会議代表理事・林恭子氏

定 員 100人（申込順） ※手話通訳あり

託 児 ２歳以上の未就学児、４人（申込順）
※託児申込は12月３日㈫午後５時まで

人権週間パネル展・
北朝鮮人権侵害問題
啓発週間パネル展

期 間 11月30日㈯～12月19日㈭
時 間 午前９時～午後５時
会 場 荒川さつき会館１階ロビー

展 示
内 容

●小学生の人権標語
●中学生の人権ポスター
● 平和なまち絵画コンテスト
応募作品

●人権啓発パネル
●北朝鮮拉致問題パネル 等

私が経験したひきこもり
～知ってほしい、ひきこもりのこと

荒 川 区 ☎（3802）3111 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/ https://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/FAX（3802）6262

 主な内容 

２・３面…さまざまな人権

　　４面… 人権擁護委員をご存じで
すか

人権週間
特集号
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